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第４回南丹市行政改革推進委員会 会議録 

 

日 時 平成２９年２月７日（火） １４時００分～１５時４０分 

場 所 南丹市役所 本庁１号庁舎 ３階 小会議室・防災会議室 

出席者 【委 員】 

 ＜出席＞ 

的場信樹委員、玉井亮子委員、垣村和男委員 

榎原克幸委員、森 祥子委員、中村千恵委員 

＜欠席＞ 

関戸幸一委員 

 

【事務局】 

 阪口一雄（総務部長）、國府孝之（財務課長） 

 井尻哲也、大狩輝芳（以上、財務課） 

 

 ※傍聴者、取材 ： 傍聴者 １名 

 

会議の内容は下記のとおりです。 

 

１．開会 

（事務局）皆様方におかれましては公私大変お忙しい中、ご参集いただき、誠にありがとうございま

す。 

ただいまから、第４回 南丹市行政改革推進委員会を開会いたします。 

１月１６日に開催を予定しておりました第４回の会議ですが、大雪のため、開催を延期さ

せていただき、委員の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。改めて委員の皆様に日程調整

をしていただき第４回目の推進委員会を開催させていただくことができました。 

なお、関戸委員から本日ご欠席の連絡をいただいておりますのでご報告させていただきま

す。事前にご意見をいただいておりますので、またあとでご覧いただきたいと思います。 

     開会にあたりまして的場会長よりご挨拶を頂戴いたします。 

 

（会長） 今日が４回目ということで特段のことがない限り最後の委員会になると思います。事前に

送っていただいた資料、拝見いたしましたがこの間の議論を踏まえて表現も含めてかなり

まるくなった。今までの議論の流れを踏まえてまとめていただいていると思います。ただ、

重要な私たちの委員会の役割であるところの大綱を検討させていただくということであり

ますので、慎重に審議していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（会長） それでは、大綱（案）の審議から入っていきたいと思います。事務局から説明をお願いし

ます。 

 

（事務局）【参考資料の説明】、【前回の議論の意見を踏まえた大綱（案）修正箇所等の説明】 
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（会長） ありがとうございました。今、説明していただきましたので、前回との変更点については、

わかりやすくまとめていただいたのではないかなと思います。先ほど申しましたように今

日が最後ということもありますので、改めて１ページ１ページ確認をしていきたいと思い

ます。 

     大綱の１ページですが、第１章行政改革の取り組みの背景と必要性というところですが、

このページに関してご意見はございませんでしょうか。 

 ３行目の歳出の圧力というところですが、前回の議論でかなり中心的な問題となったと

ころだと思います。歳出の圧力という表現自体が難しいというよりは、中身が難しいとい

うことだと思います。そういう意味で言いますと、行政から市民に対する情報提供、情報

公開のあり方というところで、数字的な面についても、きちんと出していただくのは当然

としても、日頃から市民に提起されていないとなかなか歳出の圧力と言われても市民サイ

ドとしてはなかなか理解することが難しいということになるということなのですが、取扱

いとしてはこのままでよろしいでしょうか。 

 

（会長） あと、文章の表現ですけれど、二つ目の段落の市民満足度を高める体制整備というところ

があるのですが、少し文章が前後していますので、入れ替えるとスッキリするのではない

かと思いましたので、３行目に拡大化というのがありますが、これを取っていただいて、「複

雑・多様化し、拡大する～」にした方が、通り易いかなと感じました。 

同じようなことですが、その次の「行政の最大の役割は、」というところで、同じ行の市

民にとって最適なサービスを追求し」という文言を取っていただいて、「適切に選択した上

で」の次に「市民にとって最適なサービスを確実に提供することであり」というふうにし

ていただいたほうが通りは良いかなと思います。 

  

（会長） いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、２ページ 第２章 これまでの行政改革

の取り組みというところです。私のほうで特段気が付いたところはなかったです。よろし

いでしょうか。 

 

（会長） それでは、３ページ 第３章 目標というところです。いかがでしょうか。 

 

（会長） 最初の行の「あらゆる絆で結ばれ」文言が少し気になりました。いろいろな思いがあるか

と思いますが、難しいですね。強い絆ではちょっと言い過ぎの部分がありますし、「あらゆ

る」を取ってしまって絆で結ばれでもいいのかなと思います。 

 

（事務局）取りたいと思います。 

 

（会長） ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（会長） 次、４ページ 第４章 基本方針です。ここはいかかでしょうか。 

 ２行目ですが公共施設等の総合的なマネジメント等の計画的な取り組み、「等」が２つ続

いているのですが、マネジメントで切ってしまって「等」は要らないのではないかと思い
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ました。この「等」で私はイメージできなかったのですが、何かマネジメント「等」のと

ころで具体的に想定されているようなことがございましたでしょうか。 

 

（事務局） 総合施設等総合管理計画という計画をつくる前に公共施設のマネジメント白書というも

のをつくっております。それはどういうものかと言いますと、公共施設の現状把握をする

いろいろな数値的なものも含めまして、そこに盛り込んであるのが一つあります。それと

基本的なマネジメントに当ると思うのですが、総合施設総合管理計画という計画。今現状

その二つをもってマネジメントを進めて行こうとしていますので、すべてダラダタと書く

のは難しいのでマネジメント等ということで二つ入って計画化されているようなもので書

いています。ですから、取っていただいても意味も通りますので、中身的にはこれから公

開をして、マネジメントに励んでいくということは間違いのないことでございますので、

取っていただいたらどうかなあというふうに考えております。 

 

（会長） ありがとうございました。そういう意味があるのであればこのまま残すことでもいいのか

なと思います。正式には何というのですか。公共施設等の総合的なマネジメントというの

がマネジメントの名称ということでしょうか。 

 

（事務局） 公共施設等の総合的なマネジメントが総合施設等総合管理計画のことを指しています。

先ほど申し上げました白書、いわゆる現状を示すものというのがこの「等」という中に隠

れてしまっているということになります。 

 

（会長） 固有名詞があれば等がつくときれいに行くのですが。先ほどの説明ですと、やはりいくつ

かこれに類するマネジメント、課題があってそれについても今、検討を進めておられると

いうことですので、「等」そのままは残しておくということにします。 

 

（会長） ４ページについては、何かほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 

（会長）  それでは５ページです。５ページのところはだいぶ修正を入れていただいているのですが、

よろしいでしょうか。 

 

（会長） ６ページにいきたいと思います。新しく変更が加えられえているところもありますけれど

も、先ほど説明がありましたように、平準化の意味ところは、はっきりしたと思います。 

 

（会長） 先に進んでいきますが、何かお気づきの点がありましたら後でも結構ですので、ご発言い

ただきたいと思います。 

 

（会長） それでは、７ページです。いかがでしょうか。 

 

（委員） 女性が活躍できる環境づくりの所ですが、仕事と家庭の両立のために女性職員の活躍に関

すると書いてあるが、私は少しひっかかった。仕事と家庭の両立は女性のみではない。男

性にも言えることではないか思います。家庭のことを頑張るのは女性のみということに引
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っ掛かります。名称がこれなのでこのように書くのはわかるのですが、夫婦で協力すると

いうような感じにしたほうが私は引っ掛かりがないのかなと思います。 

 

（事務局） これは女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画がある。ここまでがこのよう

な表現の仕方になります。その中に仕事と家庭の両立のための取り組みという項目があり

ます。それをそのまま記載しているということになります。特に今までの状況を見直すと

いうか、このような計画を作り、進めていこうという状況です。 

 

（会長） よくよく読むと確かに引っ掛かりますね。 

 

（会長） このままの文章が存在しているということはわかりますが、この委員会としてつくる文章

ですので、私は変わっても構わないと思います。そういう意味で言いますと先ほど委員か

らご指摘のあったところ、仕事と家庭の両立が女性職員だけにかかっていくのもおかしい

ですし、女性が活躍できる環境づくりに女性職員が活躍してつくるというのもおかしな話

になってしまいますので、仕事と家庭の両立のために、とあるが、女性職員の活躍のため

に仕事と家庭の両立が実現できるようなポイントの整理をするとか、そういった丁寧な表

現の方が良いのではないかと思います。前回の議論は確かそういう議論だったのではない

かと思います。 

 

（委員） 今の点で、委員さんの意図を汲むならば、性別に関わらず全ての職員がというのが冒頭に

あるので、その後に「仕事と家庭の両立をしながら～」というようにするのはどうでしょ

う。そうすると特定事業主行動計画がぼやけてしまうのですかね。仕事と家庭の両立は男

女問わずという感じなので、冒頭にすべての職員が～、とあるのでそこに入れてしまって、

職場の環境づくりに努めるとともに、女性職員の活躍に関する～ と続けて行くと収まり

が良くないでしょうか。 

 

（会長） 「性別に関わらず、すべての職員が仕事と家庭の両立のために」ですか。 

 

（委員） 仕事と家庭を両立しながらその能力を十分に発揮し、働きというような流れです。前回の

議論ではいろいろな考え方があり、敢えて書いておくことにも意義があるということであ

ったと思います。難しいところだと思います。 

 

（事務局） ここのタイトルが、女性が活躍できる環境づくりですよね。そこを主に書いておかない

と、性別にかかわらず、では無くて、やはり女性が活躍できる環境づくりこれを中心に書

いていかないといけないのかなと思います。タイトルを変えることにもなる。 

 

（委員） 女性職員をおすのはわかるのですが、私自身としましては、仕事と家庭の両立、これは夫

婦共働きの方が多いのかなと思ったので、そのように考えましたので女性職員だけのこと

を書くのはどうかなあと思いましたので。 

 

（会長） 先ほどの事務局さんのお話しは、女性職員が仕事と家庭の両立をするために必要だという
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趣旨ですか。 

 

（事務局） はい。女性職員の活躍に関する特定事業主行動計画の中に、仕事と家庭の両立のための

取り組みということで１何々、２何々というようなことで細分化してある。 

 

（会長） 事務局さんの説明でわかるのですが、文章の順番が仕事と家庭の両立のためとなってしま

っているので、これが女性職員の前に来ているので、全部かかってしまうことになる。そ

このところが表現として少しおかしい。 

 

（事務局） 特定事業主行動計画を見ればわかるのでこれ（仕事と家庭の両立）を抜いてしまう方法

もあると思います。 

 

（会長） 今、案を出していただきました。いかがでしょう。 

 

（委員） また思いつきましたら意見を言います。 

 

（会長） 仮の案ということで受け止めさせていただきます。この委員会の中で何かご意見がありま

しらたら出していただきたいと思います。ほかいかがでしょうか。 

 

（会長） それでは８ページ。新しい修正箇所がございますのでご確認をお願いします。 

 

（会長） 先ほどと同じで細かなところで申し訳ないですが、外郭団体のところに網掛けがあるのは

どうしてですか。 

 

（事務局）用語説明を付ける予定でしたので前回から網掛けをしています。 

 

（会長） １２ページに説明がありますね。 

 

（会長） それでは９ページに行きます。いかがでしょうか。 

 

（会長） 前回お聞きした感じもするのですが、２行目のところにある、まちづくり活動拠点という

のは、具体的にはどういうものですか。 

 

（事務局）これはまだ先のことになるかと思いますが、公共施設等総合管理計画があり、そのなかで

統廃合とか廃止とか出てくるなかで、市民協働を行ううえで、行政で必要となくなった施

設などがあれば、それを市民に活用してもらう。まちづくりの活動拠点とする場合に整備

をおこなっていかなければならないかなということでこのような表現をしています。 

         まちづくりには、活動の拠点がなければ、なかなか市民参画も進みませんし、市民協働も

進まないという考え方の中で、公共施設で必要でなくなったものをまちづくりの活動拠点

としていくということも考えていかなければならないということでこのような文章になっ

ています。 
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（会長） ありがとうございました。前回にもお話しをしていただいたと思います。よろしいでしょ

うか。 

 

（会長） それでは、１０ページです。第６章です。これについてはどうでしょうか。ここについて

も前回議論がありまして、このままの表現、内容でいくということになったと思います。 

 

（会長） １１ページ、１２ページのところに用語説明があります。何かお気づきの点がございまし

たらご指摘いただきたいと思います。 

 

（委員） 用語の説明、いろいろと拾っていただいているなという印象を受けたのですが、ＳＮＳを

追加されてはどうか。今は広く知れ渡っているけれども、ＩＣＴも入っていますので、入

っていても良いのかなという気がします。それとワークライフバランスという用語、これ

もあった方が良いのかなと思いました。皆さんの意見を聞いてみてください。かなり定着

している言葉でもありますが。 

 

（会長） ＳＮＳは説明があった方が良いと思います。ワークライフバランスですね。用語説明とい

うのはある意味、キーワード集みたいなとことがありますので、そういう意味でも入れて

いただいた方が良いかなと思います。 

 

（会長） ほかいかかでしょうか。 

 

（委員）  たくさん用語を拾っていただいていますが、文章中の用語に印を付けておくと分かり易い

のではないかと思います。米印なんかを付けていただきたい。 

 

（会長） ほかよろしかったでしょうか。 

 

（会長） それでは１３ページです。皆様のお名前が記載されておりますが、お名前に間違いがあっ

たりとか、あるいは肩書きであったり、お立場であるとか何か間違いがないかご確認いた

だきたいと思います。 

 

（会長） よろしいでしょうか。それでは、１４ページです。資料２ということで、第３次行政改革

大綱の策定の経過、それから参考ということで、先ほど説明がありました２点について記

載をされています。これについてもよろしかったでしょうか。 

 

（会長） ありがとうございました。１ページずつ確認をしてきました。今までのところ、今までご

発言をしていただいたところ含めまして、何かお気づきの点がありましたらご発言いただ

きたいと思います。 

 

（会長） よろしいでしょうか。あと若干、表現で少し手を入れた方がいいのではないかというとこ

ろがあります。例えば、「ありかた」ですが、漢字の「在り方」になっていたりとか、ひら
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がなで「あり方」となっていたり、「とりくみ」も「取組」や「取り組み」になっているの

で、細かいところは私と事務局で調整させていただくということでよろしいでしょうか。 

 

（各委員）はい 

 

（会長）  ほかにお気づきの点ございましたら。 

 

（委員）  ４ページの３の下のほうですが、市民視点に立った行政サービスの質的な向上と書かれて

いますが、質的という表現はどういうことか。 

 

（事務局）質的なというのはどういうことかというご質問をいただきました。これは、行政サービス

というのは量的なサービスと質的なサービスの２通りございます。量的なサービスという

のは、たくさん何でもいいからやりますよという形のものになります。一方、質的な行政

サービスというのは、市民が本当に望んでいる質の高いサービス、ここまでやって欲しい

なという質的なサービスのことになります。量的なサービス、質的なサービスという考え

方から言いますと、行政にとって市民ニーズに沿ったような行政サービスをしていくとい

った考え方を表しています。 

 

（会長） ありがとうございました。３のところで書かれている内容全体が質的なという言葉に込め

られているということになりますか。 

 

（事務局）はい。 

 

（委員） はい。 

 

（会長）  他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではどうもありがとうございました。

おかげ様でようやく案がまとまりました。これを答申という形で市長にお渡しをすること

になります。 

 

（会長） 推進計画について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）【前回からの修正箇所等を説明】 

 

（会長） いま推進計画について説明いただいたわけですが、先ほど確認をいたしました大綱の１０

ページのところに第６章、推進期間と推進方策がありますが、２の推進方策のところの（１）

に南丹市行政改革推進計画の策定という項目があります。これに関連して、今、ご報告を

いただいたということになります。これは平行して作業が進んでおりますので、基本的に

は大綱があって、大綱に基づいてこの推進計画が作られているということになっています。

大綱の中身をより具体的に、より確実なものにしていくためにも数字も大事でありますの

でその都度、提出をしていただいていたというところでした。それで今日、説明していた

だいたものの中で、特に２枚面の裏側のところにあります推進計画等というところがござ
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います。これに関しましても委員会で議論をしたところでした。数字が変わっているとい

う報告がありました。それが参考資料に基づいて設定をしたものだということでした。恐

らく見ていただいて既にお分かりではあろうかと思いますが、確認をしておきたいと思い

ます。 

        （参考資料の）ちょうど真ん中あたり少し上のところに経常収支比率という項目がありま

す。南丹市で赤く囲んであるところの９１．９という数字があります。これは南丹市の数

字でありまして、南丹市と同等の自治体の数値が並んでいまして、一番右側に類似団体の

平均ということで９５．３という数字がでていて、おそらくこの９５．３というものが反

映されているのだと思います。同じく実質公債費比率に関しましても、南丹市１３．９と

いう数字が出ています。類似団体平均は１５．５ということで、ここも平均値が入ってい

ます。将来負担比率も類似団体の平均の数値が入っています。これを確認していただくと

いうことでいいかなと思います。 

 

（会長） 何かご質問とか、ご意見がありましたら是非出していただきたい。 

 

（会長） 類似団体の平均では生ぬるいのではないかと。せっかく南丹市ではこの間、数値が随分改

善をしてきておりますので、是非この勢いをこのまま維持していただきたいと私は思うの

ですが、ただ今回の大綱の議論全体にありましたように、このあと劇的に財政状況という

か財政構造の変化があります。合併の特例措置がなくなるということもありまして、かな

り厳しい状況があって、それで現実的な線でということでこのような数字が出されている

のだろうなと私は理解をしています。何か数字についてご意見等がありましたらお出しい

ただけたらと思います。 

 

（委員） 数字だけにこだわってはいけませんが、収支状況の欄ですが、南丹市は飛び抜けて良い。

歳入歳出差引残高も、１０億３１８３万４千円ある。類似団体平均は４億５８４６万５千

円で他の自治体を見ると悪いように感じる。 

 

（事務局） 歳入歳出差引より良く見るのは実質収支になります。これをいわゆる標準財政規模、一

般財源で割った数値が実質収支比率です。これが３％～５％が良いと言われています。南

丹市はずっと３％～５％の間ですので、それ以下の団体は、かなり厳しい財政状況にある

と考えています。南丹市が特別多いというのではなく、ほかの団体がかなり削減をされて

いると分析をしています。 

 

（会長） ありがとうございました。ただ今のお話しは、実質収支比率に関する数字の見方というこ

とでの説明であったと思います。いかがでしょうか。 

 

（事務局） 少し補足をさせていただきます。先ほど先生からありましたとおり合併の特例措置がな

くなるのが、平成２８年度からはじまりまして平成３２年度、この計画期間中に終わるこ

とになります。その額が約１０億円余りと想定をしております。その数値、例えば経常収

支であればどのくらい影響を与えるか申し上げますと、だいたい１％上げるのに経常の収

入で７～８千万円というところになります。その分が単純に減るということになると十数
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パーセント、今の数字から上がると思われます。このまま南丹市が今のままの状況で進ん

でいくと合併の特例措置がなくなりまして経常収支が１００％を超えてしまうのではない

かと予測がされます。９５．５％と書いていますが、実は厳しい数字かなと財政サイドは

考えています。 

 

（委員） 大綱に書くか、いずれの箇所に書くかはわからないですが、例えば用語説明のところで、

合併特例措置のことが載せてあるので、そこに一言、今回の大綱の期間中に特例措置がな

くなることを書くとよりわかりやすくなるのではないかと思います。それをどこに書くか

ポイントになるかと思いますが、市民の方にもこういう財政状況だということを知ってい

ただく情報提供ということであれば書いてもいいのかなと今の議論について思いました。 

 

（会長） 確かにそうですね。単なる用語説明ではなく、やはり市民に対する情報公開の基本的なス

タンスということで、示していくということで説明を加えていただきたいと思いました。 

 

（事務局） 今、おっしゃっていただいた内容は、１ページ冒頭に合併特例措置の段階的な縮減とい

うことは書いています。数字を入れますと決算で変わってきますので、今、１０億円の説

明をしましたけれども、年々変わっていきます。従いまして数値を入れてしまうと、変わ

っていきますので文章でないと無理なのかなという思いがあります。冒頭には入れていま

すのでもう少し詳しい内容で説明ということであれば検討させていただきたいと思います。 

 

（会長） まず、数字に関して言えば数字は変わるものですので、数字を入れて丁寧に説明しようと

するとまたその説明がしづらくなるのでそこまでは必要ないかなと思います。（特例措置が）

廃止されることは１ページの冒頭のところ書いてはありますが、これだけだと最初に出て

きますので、頭に入らないと思います。もしそのへんを強調するのであればもう少しリー

ドになるような、問題意識を掻き立てるような文章というか箇所があれば頭に入るかもし

れないですね。ぜひ用語説明のところに入れておいてください。 

 

（委員） 合併特例措置の終了は決まっているのですか。 

 

（事務局）決まっています。 

 

（委員） そこは明言できるのですね。 

 

（事務局）平成２８年度から平成３２年度までという表現はできます。 

 

（会長） そうですね。１ページの文書の表現を見ていると、段階的に縮減すると書いてあるが、こ

れだといつ無くなるのかとか余りにも客観的な書き方になっている。あとのところでいつ

無くなるのか明確にわかるように記述していただくほうが良いかなと思う。 

 

（事務局） 用語説明のところでよろしいですか。 
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（会長） そうですね。用語説明のところですね。 

 

（会長） それでは、推進計画についてはよろしかったでしょうか。これで私たちの役割はよろしい

ですね。 

 

（事務局） 先ほどの参考資料ですが、経常収支が類似団体平均は９５．３％になっています。いま

９５．５％で挙げていますが、平均値をとるということで９５．３％に訂正をお願いした

いと思います。 

 

（会長） わかりました。先ほどの推進計画の数値を９５．５から９５．３に訂正をお願いします。 

 

（委員） 参考資料は２６年度なのですが、２７年度はまだわからないのでしょうか。 

 

（事務局）まだわかりません。 

 

（委員） 計画の実績は２７年度で南丹市の数値を挙げておられる。 

 

（事務局）他の団体が公表されていません。 

 

（会長）ありがとうございました。この委員会の役割ということで大綱を完成させるということです。

それからもう一つ答申ということで市長にお渡しするのは大綱に答申を添えてお渡しする

ことですので、この答申の内容について確認をしたいと思います。これについてご説明い

ただけますか。 

 

（事務局） 【答申（案）について説明】 

 

（会長） １番～１２番までご説明いただきました。何かご意見等ございませんか。 

 

（委員） 今、説明を聞いて納得はしているのですが、６番で質問をしようと思っていたのですが、

指定管理で既に進められているものについて、指定管理ありきにならないように、指定管

理にそもそもそぐうかどうかも含んでいるのだということもおっしゃっていただいたので、

その方向でしっかり進めていただけたらなということを申し添えようと思っておりました。

精査、チェックに指定管理を結ばれていることが前提でそこが適正に行われているかどう

かのチェックだけでなくて、そもそも指定管理にそぐう物件、案件なのかということも含

めて精査をしていただきたい。そういう説明でしたのでよろしいかと思います。 

 

（事務局） 推進計画の４ページを開いていただきますと、１－４－３に指定管理者の評価、検証の

実施ということで、この大綱の中でご意見をいただいた内容で、評価、モニタリングとい

うことで、先ほど申し上げましたように、その施設自体が指定管理にそぐうのか、管理が

きちんとできているのか方針を作りまして、制度構築については平成２９年度、３０年度

から実施していきたいと考えております。 
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（会長） 他にはいかがでしょうか。 

 

（会長） ８番目なのですが、地域全体で市民の声を聞けるような仕組みというのがありますが、こ

れは具体的に言うとどのようなものですか。 

 

（事務局）地域推進のことについてもたくさん意見が出たのですが、その中で市政懇談会をやってい

ますと言っていたのですが、一方的な情報の提供と言いますか、一方的に意見を言うよう

な仕組みになっておりますので、そうではなく市民の自立を促すような地域全体で市民の

声を吸い上げるような形が必要ではないかというご意見をいただいたと思っております。 

 

（会長） そのような議論をしたように思います。 

 

（事務局）１２の中に、皆さまのご意見が一つずつ入っていると思っておりますので、ご意見をいた

だけたらと思います。 

 

（会長） 一つ一つこんな議論をしたなと思い出されるような感じです。少し見ていただいてお気づ

きの点がありましたらご発言願いたいと思います。 

 

（委員）  一つ一つピックアップしていただいて分かり易く書かれていると思いますが、今までに出

てきていたかもしれませんが、全体を見たときに南丹市に今の子どもたちが何年後かに大

人になっていくなかで、子どもたちが今後、担っていくと思うのです。将来を担う子ども

たちを大切にというような言葉が入っていないように思いますので、そういう言葉も入れ

てもらえたらなと思いました。市民に入っているのかも知れませんが、少子高齢化で私た

ちの世代の人たちが外に出て行って、南丹市に残っている人が少ない中で、やはり子ども

たちが住みやすくて誇りに思えるような、南丹市が好きと思えるようになったらとすごく

感じるので、そのような文章があってもいいのではと思いました。 

 

（事務局）実はそれが行革の一番の目的ということになるのですが、行政改革大綱の１ページを開い

ていただくと、下から３行目になりますが、将来の地域社会の担い手となる次世代の負担

軽減、これが行政改革の最大の目的となります。いわゆる将来に禍根を残さない、債務を

残さないというのが基本的な考え方ですので、そのためにあらゆる手立てを講じて、持続

可能な行財政基盤の整備を図っていくと最初のところで書かせていただいています。行政

用語で分かりにくいですが、そういう意味でございます。 

 

（会長） ほんと難しいことではあると思うのですが、将来に向けて頑張ろうという気持ちを持って

いただけるようなそういう文章だったらいいなと思う。そのことで言いますと、今の南丹

市の到達点といいますか合併を経てきて歴史を振り返ってみたときに、これが出発点であ

るというのはすごくわかるのですが、同時に何のためにというのを、将来子どもたちが住

み続けていたくなるような南丹市を作っていくためにこそ、昔あったいろいろないきさつ

だとかがあるのですが、南丹市民としての一体感を持とういうようなほうが前向きになれ



12 

 

るのかなと、表現の仕方なのですが考えていただければと思っています。 

 

（事務局）今のご意見を参考にしまして、１番のところで未来を思い描く、子どもたちのことも含め

てなのですが、具体的に子どもたちのことも触れながら少し文章を変えてみます。 

 

（会長）  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではどうもありがとうございました。

少しこれから修正が入ると思いますが、先ほどからご理解いただいておりますように、私

も見させていただきますので、この議論を加えて行政改革についての答申の文書を作らせ

ていただくということで了解をいただきたいと思います。 

 

（事務局）答申ですが、１番のところの文章を変えると申し上げましたがその変えた文章についてま

た委員の皆さんが集まってというのは難しいので、会長一任ということでお願いできたら

と思いますがよろしいでしょうか。 

 

（委員） よろしいです。 

 

（会長） お任せいただきたいと思います。今日予定しておりました案件については、すべて終了い

たしました。欠席された関戸委員からも意見を頂いていますけれど、市民に対する情報開

示の推進は望ましいというご指摘のところですが、議論のなかで深めることができたと思

います。 

 

（会長） それでは、あっという間だった気もしますが、１０月から今まで雪で延期になるというこ

ともありましたが、皆さんにいろいろお世話になりました。またご協力の賜物で良い大綱

を作ることができたと思います。どうもありがとうございました。 

 

（事務局）長時間にわたりましてご審議をいただきましてありがとうございました。審議につきまし

ては以上とさせていただきます。大変貴重なご意見を賜りましてありがとうございました。 

  

（事務局）今後のスケジュールについてご説明申し上げます。 

一つは本日、審議いただき修正等がありました。修正をいたしました大綱案、答申案です

が最終のものを後日郵送させていただきたいと思いますので、その節にはご確認よろしくお

願いいたします。 

        それとここで一点お諮りさせていただきたいと思います。２月２３日ですが的場会長より

市長へ答申をいただく日程調整をしております。会長の方で答申をしていただいてよろし

いでしょうか。何かご意見があればお出しいただきたいと思います。 

 

（委員） 異議なし 

 

（事務局）ありがとうございます。答申いただきましたらその後、内容については公表させていただ

きたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。事務局からは以上ですが、各委員

の皆様から何かございましたらお出しいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
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そうしましたら私から一言お礼を申し上げたいと思います。昨年の１０月１７日から本日

まで３ヶ月半という期間で計４回の行政改革推進委員会を開催いただきまして、的場会長

をはじめ各委員の皆様には大変お忙しい中、出席いただきましてまことにありがとうござ

いました。第３次南丹市行政改革大綱の策定にあたり集中して慎重にご審議やご検討をい

ただき、おかげをもちまして先ほど決定をいただきましたが、２月２３日に的場会長から

佐々木市長へ答申をいただく運びとなりました。重ねてお礼を申し上げます。先ほどもい

ろいろと審議いただきました中で出ておりましたが、南丹市におきましては今後、地方交

付税をはじめ合併特例措置が段階的に縮減されてまいりますし、制度そのものが無くなっ

てしまいます。今後、財政状況については大変厳しいものになっていくと思われます。南

丹市は、今後、第３次南丹市行政改革大綱に基づく推進計画を着実に実行していけるかど

うかにかかっていると思います。我々も精一杯努力をしていきたいと思っております。 

行政改革推進委員会は本日をもって終了ということになりますが、皆様におかれましては

今後も引き続きご指導やご助言をいただきますようよろしくお願いいたします。 

また市から別の委員等のご依頼をさせていただくことがあるかもしれませんが、その節に

はどうぞよろしくお願いいたします。大変簡単ではございますがお礼の言葉とさせていた

だきます。本当にありがとございました。以上を持ちまして閉会とさせていただきます。 


